
・ 職場におけるパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント及び妊娠・出産・育児休業
等に関するハラスメントはそれぞれ又はその他のハラスメントと複合的に生じることも想定
されることから、あらゆるハラスメントの相談について一元的に応じることのできる体制を
整備すること。

職場におけるハラスメントの防止のための望ましい取組

＜望ましい取組＞

（２） 職場におけるハラスメントの原因や背景となる要因を解消するための取組

（３） 労働者や労働組合等の参画

■ 相談窓口で受け付けることのできる相談として、パワーハラスメントのみならず、セク
シュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント等も明示するこ
と。

■ すでに設置されているセクシュアルハラスメントの相談窓口が、パワーハラスメントや
妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント等の相談窓口を兼ねることとし、全ての
労働者に周知すること。

取組例

（コミュニケーションの活性化や円滑化のために必要な取組）

■  日常的なコミュニケーションを取るよう努めることや定期的に面談やミーティングを行

うことにより、風通しの良い職場環境や互いに助け合える労働者同士の信頼関係を築き、

コミュニケーションの活性化を図ること。

■  感情をコントロールする手法についての研修、コミュニケーションスキルアップについ

ての研修､マネジメントや指導についての研修等の実施や資料の配布等により､労働者が感

情をコントロールする能力やコミュニケーションを円滑に進める能力等の向上を図ること。

（職場環境の改善のための取組）

■ 適正な業務目標の設定や適正な業務体制の整備、業務の効率化による過剰な長時間労働

の是正等を通じて、労働者に過度に肉体的・精神的負荷を強いる職場環境や組織風土を改

善すること。

＜パワーハラスメント＞

（１） 各種ハラスメントの一元的な相談体制の整備

・ 職場におけるパワーハラスメントの原因や背景となる要因を解消するため、コミュニケー
ションの活性化や円滑化のために研修等の必要な取組を行うことや適正な業務目標の設定等
の職場環境の改善のための取組を行うこと。

取組例

＜妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント＞

・ 妊娠等した労働者の側においても、制度等の利用ができるという知識を持つことや、周囲
と円滑なコミュニケーションを図りながら自身の体調等に応じて適切に業務を遂行していく
という意識を持つこと等を、妊娠等した労働者に周知・啓発すること（育児休業等に関する
ハラスメントについては、派遣労働者にあっては派遣元事業主に限る）。

・ 雇用管理上の措置を講じる際に、必要に応じて、労働者や労働組合等の参画を得つつ、ア
ンケート調査や意見交換等を実施する等により、その運用状況の的確な把握や必要な見直し
の検討等に努めること（労働者や労働組合等の参画を得る方法として、例えば、労働安全衛
生法に基づく衛生委員会の活用等も考えられます）。
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